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国民スポーツ大会埼玉県選手団新ユニフォーム製作業務 

企画提案競技募集要項 

 

 

１ 趣旨 

 公益財団法人埼玉県スポーツ協会（以下「本会」という。）創立１００周年

を記念し、令和６年の国民スポーツ大会参加に際し、埼玉県選手団のユニフォ

ーム（以下「新ユニフォーム」という。）を新調する。 

新ユニフォームは、埼玉県の特長をイメージし、選手団の士気高揚と一体感

の醸成が図れるデザインとする。 

新ユニフォームの製作について、デザイン等の専門的な技術を有する事業者

を選定するに当たって企画提案を募集する。 

 

２ 請負業務の概要 

（１）業務名 

国民スポーツ大会埼玉県選手団新ユニフォーム製作業務（以下「本業務」 

という。） 

（２）業務内容 

仕様書のとおり 

 

３ 応募資格 

次の項目のすべてを満たす事業者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当するものでないこと。 

（２）埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号）第１０４条において準 

用する同規則第９１条の規定により県の随意契約に参加させないものとさ

れた者に該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開

始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査を受けてい

る者はこの限りではない。 

（４）埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年３月３１日付

け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置を受けていない者であるこ

と。 

（５）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日付け入審第

９７号）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 

（６）埼玉県の物品の買入れ等に参加する者に必要な資格に関する公示（令和４

年埼玉県告示第７４７号）に基づき、業種区分「物品の販売」においてＡ等

級又はＢ等級に格付けされた者であること。 
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（７）過去１０年以内に国又は地方自治体若しくは都道府県体育（スポーツ）協

会等の同種のユニフォーム製作を受注し、誠実に履行した実績を有してい

ること。 

 

４ 企画提案募集から受注者決定までのスケジュール 

 募集から業務の受注者の決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 

令和５年６月２１日（水）         要項の公開（ＨＰの公開） 

令和５年６月２１日（水）～６月２７日（火）質問受付期間 

令和５年６月２８日（水）～７月４日（火） 質問回答期間 

令和５年７月５日（水）          説明会 

令和５年７月５日（水）～７月１１日（火） 参加者募集期間 

令和５年７月１２日（水）～８月１０日（木）企画提案書受付期間 

令和５年８月中旬             第１次審査（書類審査） 

令和５年８月２８日（月）         第２次審査 

                     （プレゼンテーション）  

令和５年９月上旬              契約候補者決定 

令和５年９月中旬              契約締結 

 

５ 質問の受付及び回答 

  本件に係る質問は、次のとおり受け付けるものとする。 

（１）受付期間 令和５年６月２１日(水)９時～６月２７日(火)１７時 

（２）受付方法 

ア 質問方法 

質問書（様式自由）に記入の上、電子メールで送信すること。電話及び 

直接来所による質問には応じない。 

イ 電子メールアドレス 

「11 お問い合わせ先」に記載する電子メールアドレス 

ウ 電子メールの件名 

新ユニフォーム質問書（法人名） 

エ 回答方法 

令和５年６月２８日（水）～７月４日（火）に、本会ホームページに載 

する。 

なお、本企画提案に参加を希望する法人（以下「参加希望者」という。） 

は、質問書の提出の有無にかかわらず、本会ホームページに掲載する質問に 

対する回答の全ての内容を必ず確認した上で企画提案参加意思表明書を提 

出すること。質問に対する回答の全ての内容は、全ての参加者希望者に適用 

する。 

 

６ 説明会 

（１）日時：令和５年７月５日（水）１４時から 

（２）場所：スポーツ総合センター ２０１研修室 
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     上尾市東町三丁目１６７９番地 

（３）参加方法 

法人名及び説明会出席者名を記載し、下記申込先まで電子メールにて申 

し込みをすること。 

【申込先】 「11 お問い合わせ先」に記載する電子メールアドレス 

【メール件名】新ユニフォーム企画提案説明会申込 

（４）申込期限：令和５年７月３日（月）１７時まで 

 

７ 企画提案参加意思表明 

参加希望者は、次のとおり予め参加意思表明を行うものとする。 

（１）受付期間  

令和５年７月５日（水）９時～７月１１日（火）１７時 

（２）受付方法 

ア 参加表明手続き 

企画提案参加意思表明書（様式第１号）に記入の上、電子メールで送信 

   すること。 

イ 電子メールアドレス 

「11 お問い合わせ先」に記載する電子メールアドレス 

ウ 電子メールの件名 

企画提案参加意思表明書（法人名） 

 

８ 企画提案書等の提出 

参加表明を行った参加希望者（以下「参加者」という。）は、次のとおり企

画提案書等の提出を行うものとする。 

（１）受付期間 

令和５年７月１２日（水）９時～８月１０日（木）１７時 

（２）受付方法 

ア 手続き 

別紙「企画提案書等提出書類作成要領」を参照の上、次の書類を持参又 

は郵送により提出すること。（１セット１２部） 

・企画提案書（様式第２号～２号の３） 

・業務実施体制調書（様式第３号） 

・見積書（様式任意） 

・会社概要書（様式第４号） 

イ 提出先 

「11 お問い合わせ先」に記載する宛先 

ウ 郵送等の場合の表書き 

新ユニフォーム企画提案書（法人名） 

 

９ 審査・選定 

本会が設置する国民スポーツ大会埼玉県選手団新ユニフォーム選定委員会 
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（以下「選定委員会」という。）において、以下のとおり参加者が提出した企 

画提案書等の審査を行う。 

（１）審査方法 

ア 第１次審査（書類審査） ※参加者が５者以下の場合は実施しない。 

・企画提案書及びその他提出書類に基づく書類審査を実施し、第２次審査 

に参加する者を５者程度選定する。 

・審査日：令和５年８月中旬 

・第１次審査結果は、令和５年８月２３日（水）中に電子メールで通知す 

る。なお、第１次審査を実施しない場合は令和５年８月２１日（月）まで 

に電子メールで通知する。 

イ 第２次審査（プレゼンテーション審査） 

企画提案書等の内容について、プレゼンテーションによる審査を実施 

する。 

（ア）日 時：令和５年８月２８日（月）１３時３０分～ 

     場 所：スポーツ総合センター ２０１研修室 

        上尾市東町三丁目１６７９番地 

開始時間等は令和５年８月２３日（水）以降に電子メールで通知する。 

第１次審査を実施した場合は、第１次審査通過者に審査の結果とと

もに電子メールで通知する。 

（イ）審査方法 

・プレゼンテーション及び質疑を含め１者あたり３０分程度とする。 

・出席人数は１者当たり５人までとする。 

・プレゼンテーションは提案者の代表者又は実際に業務に従事する予  

定の者が行うこと。 

・プレゼンテーションは既提出の企画提案書等のみを用いること。 

・試作品（Lサイズ各１）を持参し、展示すること。 

 なお、試作品については、本会が必要と認める間、預かるものとする。 

  （ウ）審査結果 

令和５年９月上旬に第２次審査の対象者全員に電子メールで通知す 

る。 

（２）選定方法等 

ア 上記により提案内容を総合的に審査し、各委員が算出した得点の合計が

最も高い者を委託契約先候補者とする。ただし、各委員が算出した得点の

合計が満点の６０％未満の場合は契約先候補者として選定しない。なお、

各委員が算出した得点の合計が最も高い者が２者以上ある場合は、見積金

額が低い者を契約先候補者とする。 

イ 企画提案書を提出した者が１者のみの時は、選定委員会が提案内容を総

合的に審査し、本事業の契約先として適当であると認めた場合に、当該企

画提案書を提出した者を契約先候補者として選定する。 

ウ 本会は契約先候補者との協議により仕様書を調整し、協議が整った場合

は当該事業者から見積書を徴収し、当該見積書の内容を精査の上、随意契
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約による単価契約を締結する。 

エ 契約先候補者との協議の結果、合意に至らなかった場合又は「３ 応募資 

格」を満たさなくなったとき、若しくは不正と認められる行為をしたこと

が判明した場合は、次点の事業者を新たな契約先候補者として協議を行う。 

 

10 その他留意事項 

（１）提案の失格、無効 

次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。 

ア 談合その他の不正行為が行われたと認められるもの。 

イ 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 

ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 

エ 指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。 

オ 「８ 企画提案書等の提出」に示す提出書類（企画提案書、業務実施 

 体制調書、見積書及び会社概要書）に不足があるもの。 

カ 企画提案参加意思表明書（様式１号）、企画提案書及び見積書に申請 

 書の記名・押印のないもの。 

キ 予定価格を超える金額で見積書を提出したもの。 

ク 見積金額を訂正したもの。 

ケ 見積書と積算内訳書の金額が合致しないもの。 

コ 誤字、脱字等により意思表明が不明瞭であるもの又はこれを訂正して  

押印のない提出書類により参加申込をしたもの。 

（２）その他 

ア 参加に係るすべての費用（企画提案書の作成やプレゼンテーションな 

どに要する費用）は、参加者の負担とする。 

イ 企画提案書等の提出は、１者につき１提案に限る。 

ウ 企画提案書等の提出後はその内容を変更することはできない。また、提 

出された企画提案書等は返却しない。 

エ 提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。 

オ 電子メール送信時は電話により受信確認を行うこと。 

 

11 お問い合わせ先 

公益財団法人埼玉県スポーツ協会 

〒362-0031 上尾市東町三丁目１６７９番地 

   電話 ０４８－７７９－５８９５ 

Ｅメール info@saitama-sport.org 

栗原事務局長・久保企画総務課長・水野専門員 


